
 1 

金
融
商
品
の
販
売
等
に
関
す
る
法
律
案
参
照
条
文 

 

○ 

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
） 

 

第
七
百
九
条 

故
意
又
ハ
過
失
ニ
因
リ
テ
他
人
ノ
権
利
ヲ
侵
害
シ
タ
ル
者
ハ
之
ニ
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
損
害
ヲ
賠
償
ス
ル
責
ニ
任
ス 

第
七
百
十
五
条 

或
事
業
ノ
為
メ
ニ
他
人
ヲ
使
用
ス
ル
者
ハ
被
用
者
カ
其
事
業
ノ
執
行
ニ
付
キ
第
三
者
ニ
加
ヘ
タ
ル
損
害
ヲ
賠
償
ス
ル
責
ニ
任
ス
但
使
用
者
カ
被
用
者
ノ
選
任

及
ヒ
其
事
業
ノ
監
督
ニ
付
キ
相
当
ノ
注
意
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
相
当
ノ
注
意
ヲ
為
ス
モ
損
害
カ
生
ス
ヘ
カ
リ
シ
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス 

② 

使
用
者
ニ
代
ハ
リ
テ
事
業
ヲ
監
督
ス
ル
者
モ
亦
前
項
ノ
責
ニ
任
ス 

③ 

前
二
項
ノ
規
定
ハ
使
用
者
又
ハ
監
督
者
ヨ
リ
被
用
者
ニ
対
ス
ル
求
償
権
ノ
行
使
ヲ
妨
ケ
ス 

第
七
百
十
九
条 

数
人
カ
共
同
ノ
不
法
行
為
ニ
因
リ
テ
他
人
ニ
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ト
キ
ハ
各
自
連
帯
ニ
テ
其
賠
償
ノ
責
ニ
任
ス
共
同
行
為
者
中
ノ
孰
レ
カ
其
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル

カ
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
亦
同
シ 

② 

教
唆
者
及
ヒ
幇
助
者
ハ
之
ヲ
共
同
行
為
者
ト
看
做
ス 

第
七
百
二
十
二
条 

第
四
百
十
七
条
ノ
規
定
ハ
不
法
行
為
ニ
因
ル
損
害
ノ
賠
償
ニ
之
ヲ
準
用
ス 

② 

被
害
者
ニ
過
失
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
損
害
賠
償
ノ
額
ヲ
定
ム
ル
ニ
付
キ
之
ヲ
斟
酌
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
七
百
二
十
四
条 

不
法
行
為
ニ
因
ル
損
害
賠
償
ノ
請
求
権
ハ
被
害
者
又
ハ
其
法
定
代
理
人
カ
損
害
及
ヒ
加
害
者
ヲ
知
リ
タ
ル
時
ヨ
リ
三
年
間
之
ヲ
行
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
時
効
ニ

因
リ
テ
消
滅
ス
不
法
行
為
ノ
時
ヨ
リ
二
十
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
シ 

  

○ 

抵
当
証
券
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
十
五
号
）
（
抄
） 

 

第
一
条 

土
地
、
建
物
又
ハ
地
上
権
ヲ
目
的
ト
ス
ル
抵
当
権
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
其
ノ
登
記
ヲ
管
轄
ス
ル
登
記
所
ニ
抵
当
証
券
ノ
交
付
ヲ
申
請
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

②
・
③ 

（
略
） 

  

○ 

無
尽
業
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
（
抄
） 
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第
一
条 

本
法
ニ
於
テ
無
尽
ト
称
ス
ル
ハ
一
定
ノ
口
数
ト
給
付
金
額
ト
ヲ
定
メ
定
期
ニ
掛
金
ヲ
払
込
マ
シ
メ
一
口
毎
ニ
抽
籤
、
入
札
其
ノ
他
類
似
ノ
方
法
ニ
依
リ
掛
金
者
ニ
対
シ

金
銭
以
外
ノ
財
産
ノ
給
付
ヲ
為
ス
ヲ
謂
フ
無
尽
類
似
ノ
方
法
ニ
依
リ
金
銭
以
外
ノ
財
産
ノ
給
付
ヲ
為
ス
モ
ノ
亦
同
ジ
但
シ
賭
博
又
ハ
富
籤
ニ
類
似
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在

ラ
ズ 

  

○ 

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
（
抄
） 

 
 
 
 
 
 
 

〔
中
央
省
庁
等
改
革
関
係
法
施
行
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
百
三
十
七
条
の
施
行
後
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
〕 

 
 
 
 
 

   

〔
証
券
取
引
法
及
び
金
融
先
物
取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
一
条
の
施
行
後
（
平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
）
〕 

 
  
 
 
 
 

 

〔
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
一
条
及
び
第
二
条
の 

 
 
 
 
 
 

  
 

施
行
後
（
公
布
の
日
か
ら
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
）
〕 

 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
有
価
証
券
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

一 

国
債
証
券 

二 

地
方
債
証
券 

三 

特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
の
発
行
す
る
債
券
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

三
の
二 

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
に
規
定
す
る
特
定
社
債
券 

四 

社
債
券
（
相
互
会
社
の
社
債
券
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
） 

五 

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
発
行
す
る
出
資
証
券
（
次
号
、
第
五
号
の
三
及
び
第
七
号
の
二
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

五
の
二 

協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
。
以
下
「
優
先
出
資
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
優
先
出
資
証
券
（
第
百
六
十

六
条
第
六
項
に
お
い
て
「
優
先
出
資
証
券
」
と
い
う
。
）
又
は
優
先
出
資
引
受
権
を
表
示
す
る
証
書 

五
の
三 

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
優
先
出
資
証
券 

六 

株
券
（
端
株
券
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
新
株
引
受
権
を
表
示
す
る
証
券
若
し
く
は
証
書 

七 

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
に
規
定
す
る
投
資
信
託
又
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券 

七
の
二 

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
投
資
証
券
若
し
く
は
投
資
法
人
債
券
又
は
外
国
投
資
証
券 

七
の
三 

貸
付
信
託
の
受
益
証
券 

七
の
四 

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券 

八 

法
人
が
事
業
に
必
要
な
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
発
行
す
る
約
束
手
形
の
う
ち
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の 

九 

外
国
又
は
外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
前
二
号
の
証
券
又
は
証
書
の
性
質
を
有
す
る
も
の 
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十 

外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
銀
行
業
を
営
む
者
そ
の
他
の
金
銭
の
貸
付
け
を
業
と
し
て
行
う
者
の
貸
付
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
又
は
こ
れ
に
類

す
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の
の
う
ち
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の 

十
の
二 

前
各
号
、
次
号
若
し
く
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
証
券
若
し
く
は
証
書
又
は
次
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
第
十
五

項
又
は
第
十
九
項
各
号
に
規
定
す
る
権
利
（
当
該
権
利
を
表
示
す
る
証
券
又
は
証
書
に
係
る
第
十
五
項
又
は
第
十
九
項
各
号
に
規
定
す
る
権
利
を
含
む
。
以
下
「
オ
プ
シ
ョ

ン
」
と
い
う
。
）
を
表
示
す
る
証
券
又
は
証
書 

十
の
三 

前
各
号
に
掲
げ
る
証
券
又
は
証
書
の
預
託
を
受
け
た
者
が
当
該
証
券
又
は
証
書
の
発
行
さ
れ
た
国
以
外
の
国
に
お
い
て
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
、
当
該
預
託
を

受
け
た
証
券
又
は
証
書
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の 

十
一 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
流
通
性
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
公
益
又
は
投
資
者
の
保
護
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め

る
証
券
又
は
証
書 

② 

前
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
及
び
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
当
該
有
価
証
券
が
発
行
さ
れ
て
い

な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
当
該
有
価
証
券
と
み
な
し
、
次
に
掲
げ
る
権
利
は
、
証
券
又
は
証
書
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
以
外
の
権
利
で
あ
つ
て
も
有
価
証
券
と
み
な

し
て
、
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
。 

一 

銀
行
、
信
託
会
社
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
の
貸
付
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
の
う
ち
、
政
令
で
定
め
る
も
の 

二 

外
国
法
人
に
対
す
る
権
利
で
前
号
の
権
利
の
性
質
を
有
す
る
も
の 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
流
通
の
状
況
が
前
項
の
有
価
証
券
に
準
ず
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
同
項
の
有
価
証
券
と
同
様
の
経
済
的
性
質
を
有
す
る
こ
と
そ

の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
公
益
又
は
投
資
者
保
護
の
た
め
必
要
か
つ
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
銭
債
権 

③
〜
⑯ 

（
略
） 

⑰ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
有
価
証
券
先
物
取
引
」
と
は
、
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
、
売
買
の
当
事
者
が
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
者
の
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、

将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
い
て
有
価
証
券
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
九
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
す
る
売
買

で
あ
つ
て
、
当
該
売
買
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
有
価
証
券
の
転
売
又
は
買
戻
し
を
し
た
と
き
は
差
金
の
授
受
に
よ
つ
て
決
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
引
を
い
う
。 

⑱ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
」
と
は
、
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
、
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
者
の
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
当
事
者
が

あ
ら
か
じ
め
有
価
証
券
指
数
（
株
券
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
そ
の
種
類
に
応
じ
て
多
数
の
銘
柄
の
価
格
の
水
準
を
総
合
的
に
表
し
た
株
価
指
数
そ

の
他
の
指
数
で
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
者
の
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
約
定
す
る
数
値
（
以
下
「
約
定
指
数
」
と
い
う
。
）
又
は
有
価
証
券
（
株

券
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価
証
券
の
う
ち
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
者
の
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
価
格
と
し
て
約
定
す
る
数
値
（
以
下
「
約
定
数
値
」
と
い

う
。
）
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
有
価
証
券
指
数
の
数
値
（
以
下
「
現
実
指
数
」
と
い
う
。
）
又
は
現
実
の
当
該
有
価
証
券
の
価
格
の
数
値
（
以
下
「
現

実
数
値
」
と
い
う
。
）
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
を
い
う
。 

⑲ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
は
、
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
、
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
者
の
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
当
事
者
の

一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対

し
て
対
価
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
を
い
う
。 
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一  

有
価
証
券
の
売
買 

二  
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
（
こ
れ
に
準
ず
る
取
引
で
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
者
の
定
め
る
も
の
を
含
む
。
） 

⑳ 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
」
と
は
、
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
取
引
で
あ
つ
て
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
及
び
有
価
証
券
オ
プ

シ
ョ
ン
取
引
と
類
似
の
取
引
を
い
う
。 

 
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
有
価
証
券
先
渡
取
引
」
と
は
、
売
買
の
当
事
者
が
有
価
証
券
市
場
及
び
外
国
有
価
証
券
市
場
に
よ
ら
な
い
で
、
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
い
て
有
価

証
券
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
す
る
売
買
で
あ
つ
て
、当
該
売
買
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
有
価
証
券
の
売
戻
し
又
は
買
戻
し
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
行
為
を
し
た
と
き
は
差

金
の
授
受
に
よ
つ
て
決
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
引
を
い
う
。 

 
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引
」
と
は
、
有
価
証
券
市
場
及
び
外
国
有
価
証
券
市
場
に
よ
ら
な
い
で
、
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
有
価
証
券
店
頭
指

数
（
二
以
上
の
有
価
証
券
の
価
格
に
基
づ
き
当
事
者
間
で
取
り
決
め
た
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
指
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
約
定
す
る
数
値
（
以
下
「
店
頭
約
定

指
数
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
有
価
証
券
の
価
格
と
し
て
約
定
す
る
数
値
（
以
下
「
店
頭
約
定
数
値
」
と
い
う
。
）
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
有
価
証
券

店
頭
指
数
の
数
値
（
以
下
「
店
頭
現
実
指
数
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
現
実
の
当
該
有
価
証
券
の
価
格
の
数
値
（
以
下
「
店
頭
現
実
数
値
」
と
い
う
。
）
の
差
に
基
づ
い
て
算

出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
取
引
を
い
う
。 

 
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
取
引
を
い
う
。 

一 

有
価
証
券
市
場
及
び
外
国
有
価
証
券
市
場
に
よ
ら
な
い
で
、
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

権
利
を
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引 

イ 

有
価
証
券
の
売
買  

ロ 

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引  

ハ 

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引  

二 

有
価
証
券
市
場
及
び
外
国
有
価
証
券
市
場
に
よ
ら
な
い
で
、
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
当
該
意
思
表
示
を
行
う
場
合
の
有
価
証
券
店
頭
指

数
又
は
有
価
証
券
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
と
現
に
当
該
意
思
表
示
を
行
つ
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
有
価
証
券
店
頭
指
数
又
は
当
該
有
価
証
券

の
価
格
の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
を
授
受
す
る
こ
と
と
な
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、当
事
者

の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引 

 
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引
」
と
は
、
有
価
証
券
市
場
及
び
外
国
有
価
証
券
市
場
に
よ
ら
な
い
で
、
当
事
者
が
元
本
と
し
て
定
め
た
金
額

に
つ
い
て
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
と
取
り
決
め
た
有
価
証
券
店
頭
指
数
の
数
値
若
し
く
は
有
価
証
券
の
価
格
の
約
定
し
た
期
間
に
お
け
る
変
化
率
に
基
づ
い
て
金
銭
を
支

払
い
、
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
と
取
り
決
め
た
金
利
若
し
く
は
通
貨
の
価
格
、
有
価
証
券
店
頭
指
数
の
数
値
若
し
く
は
有
価
証
券
の
価
格
の
約
定
し
た
期
間
に
お
け
る
変
化

率
に
基
づ
い
て
金
銭
を
支
払
う
こ
と
を
相
互
に
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
取
引
を
い
う
。 

 
 

（
略
） 

  

21 22 23 24 25 
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○ 
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
抄
） 

  

（
定
義
等
） 

第
二
条 
１
〜
３
（
略
） 

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
定
期
積
金
等
」
と
は
、
定
期
積
金
の
ほ
か
、
一
定
の
期
間
を
定
め
、
そ
の
中
途
又
は
満
了
の
時
に
お
い
て
一
定
の
金
額
の
給
付
を
行
う
こ
と
を
約
し

て
、
当
該
期
間
内
に
お
い
て
受
け
入
れ
る
掛
金
を
い
う
。 

５
〜
⑪ 

（
略
） 

  

○ 

金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
抄
） 

〔
証
券
取
引
法
及
び
金
融
先
物
取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
一
条
の
施
行
後
（
平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
）
〕 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

１
〜
４ 

（
略
） 

５ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
店
頭
金
融
先
物
取
引
」
と
は
、
金
融
先
物
取
引
所
の
開
設
す
る
金
融
先
物
市
場
に
よ
ら
な
い
で
、
金
融
先
物
取
引
所
の
開
設
す
る
金
融
先
物
市
場
の

相
場
に
よ
り
、
差
金
の
授
受
を
目
的
と
す
る
行
為
及
び
次
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
を
い
う
。 

一 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引 

二 

前
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
取
引 

６
〜
８ 

（
略
） 

９ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
金
融
先
物
取
引
等
」
と
は
、
金
融
先
物
取
引
所
の
開
設
す
る
金
融
先
物
市
場
に
お
け
る
金
融
先
物
取
引
（
以
下
「
取
引
所
金
融
先
物
取
引
」
と
い
う

。
）
又
は
金
融
先
物
取
引
所
の
開
設
す
る
金
融
先
物
市
場
に
類
似
す
る
外
国
に
所
在
す
る
市
場
（
以
下
「
海
外
金
融
先
物
市
場
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
金
融
先
物

取
引
と
類
似
の
取
引
を
い
う
。 

⑩
・
⑪ 

（
略
） 

  

○ 

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
（
抄
） 
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（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
商
品
投
資
契
約
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
契
約
で
あ
っ
て
、
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
公
正
及
び
投
資
者
の
保
護
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と

し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

一 

当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
の
業
と
し
て
行
う
商
品
投
資
の
た
め
に
出
資
を
行
い
、
相
手
方
が
そ
の
出
資
さ
れ
た
財
産
を
主
と
し
て
商
品
投
資
に
よ
り
運
用
し
、
当
該
運
用

か
ら
生
ず
る
利
益
の
分
配
及
び
当
該
出
資
の
価
額
（
当
該
出
資
が
損
失
に
よ
っ
て
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
残
額
）
の
返
還
（
以
下
「
利
益
の
分
配
等
」
と
い
う

。
）
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約 

二 

各
当
事
者
が
出
資
を
行
い
、
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ
た
者
が
共
同
の
事
業
と
し
て
そ
の
出
資
さ
れ
た
財
産
を
主
と
し
て
商
品
投
資
に
よ
り
運
用
し
、
当
該
運
用
か
ら
生

ず
る
収
益
の
分
配
及
び
当
該
出
資
の
価
額
に
応
じ
て
分
割
さ
れ
た
残
余
財
産
の
価
額
の
返
還
（
以
下
「
収
益
の
分
配
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約 

三 

外
国
の
法
令
に
基
づ
く
契
約
で
あ
っ
て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
類
す
る
も
の 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
商
品
投
資
受
益
権
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
権
利
で
あ
っ
て
、
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
公
正
及
び
投
資
者
の
保
護
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
な
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

一 

商
品
投
資
契
約
に
係
る
利
益
の
分
配
等
又
は
収
益
の
分
配
等
（
以
下
「
投
資
収
益
の
分
配
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
権
利 

二 

信
託
財
産
を
主
と
し
て
商
品
投
資
に
よ
り
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
信
託
の
収
益
の
分
配
及
び
元
本
の
返
還
（
以
下
「
信
託
収
益
の
分
配
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け

る
権
利 

三 

外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
（
以
下
「
外
国
法
人
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
権
利
で
あ
っ
て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
類
す
る
も
の 

４
〜
８ 

（
略
） 

  

○ 

特
定
債
権
等
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
抄
） 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

１
〜
３ 

（
略
） 

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
債
権
等
譲
受
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
営
業
を
い
う
。 

一 

そ
の
譲
受
け
の
対
価
と
し
て
当
該
特
定
債
権
等
を
譲
渡
し
た
特
定
事
業
者
に
生
ず
る
金
銭
債
権
（
以
下
「
基
本
債
権
」
と
い
う
。
）
を
分
割
し
て
顧
客
に
対
し
販
売
さ
せ

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
特
定
債
権
等
を
譲
り
受
け
る
こ
と
（
信
託
の
引
受
け
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

二 

次
に
掲
げ
る
契
約
に
基
づ
い
て
、
特
定
債
権
等
を
譲
り
受
け
る
こ
と
。 

イ 

当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
の
営
業
の
た
め
に
出
資
を
行
い
、
相
手
方
が
営
業
と
し
て
そ
の
出
資
さ
れ
た
財
産
を
特
定
債
権
等
の
取
得
及
び
行
使
（
特
定
物
品
に
あ
っ
て
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は
、
そ
の
譲
渡
又
は
賃
貸
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
運
用
し
、
，
当
該
運
用
か
ら
生
ず
る
利
益
の
分
配
及
び
当
該
出
資
の
価
額
（
当
該
出
資
が
損
失
に
よ
っ
て
減

少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
残
額
）
の
返
還
（
以
下
「
利
益
の
分
配
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約 

ロ 
各
当
事
者
が
出
資
を
行
い
、
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ
た
者
が
共
同
の
事
業
と
し
て
そ
の
出
資
さ
れ
た
財
産
を
特
定
債
権
等
の
取
得
及
び
行
使
に
よ
り
運
用
し
、
当
該

運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
の
分
配
及
び
当
該
出
資
の
価
額
に
応
じ
て
分
割
さ
れ
た
残
余
財
産
の
価
額
の
返
還
（
以
下
「
収
益
の
分
配
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
を
約
す

る
契
約 

ハ 

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
債
権
等
に
係
る
譲
受
け
の
事
業
の
公
正
及
び
投
資
者
の
保
護
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
な
契
約
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の 

５ 

（
略
） 

６ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
小
口
債
権
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
権
利
（
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ

、
又
は
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

一 

特
定
債
権
等
譲
受
業
者
に
対
す
る
基
本
債
権
を
分
割
し
た
債
権 

二 

第
四
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
契
約
（
以
下
「
特
定
債
権
等
組
合
契
約
」
と
い
う
。
）
に
係
る
利
益
の
分
配
等
又
は
収
益
の
分
配
等
を
受
け
る
権
利 

三 

第
四
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
契
約
に
係
る
権
利
で
あ
っ
て
、
特
定
債
権
等
に
係
る
小
口
債
権
の
販
売
の
事
業
の
公
正
及
び
投
資
者
の
保
護
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
な
も

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の 

四 

特
定
債
権
等
の
信
託
の
収
益
の
分
配
及
び
元
本
の
返
還
を
受
け
る
権
利 

五 

外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
（
以
下
「
外
国
法
人
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
権
利
で
あ
っ
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
類
す
る
も
の 

７
・
８ 

（
略
） 

  

○ 

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
抄
） 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

１
・
２
（
略
） 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
契
約
（
予
約
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
契
約
（
予
約
を
含
む
。
）
の
締
結
の
態
様
、
当
事
者
の

関
係
等
を
勘
案
し
て
収
益
又
は
利
益
の
分
配
を
受
け
る
者
の
保
護
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
契
約
（
予
約
を
含
む
。
）
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
い
た
も
の

を
い
う
。 

一 

各
当
事
者
が
、
出
資
を
行
い
、
そ
の
出
資
に
よ
る
共
同
の
事
業
と
し
て
、
そ
の
う
ち
の
一
人
又
は
数
人
の
者
に
そ
の
業
務
の
執
行
を
委
任
し
て
不
動
産
取
引
を
営
み
、
当

該
不
動
産
取
引
か
ら
生
ず
る
収
益
の
分
配
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約 

二 

当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
の
行
う
不
動
産
取
引
の
た
め
出
資
を
行
い
、
相
手
方
が
そ
の
出
資
さ
れ
た
財
産
に
よ
り
不
動
産
取
引
を
営
み
、
当
該
不
動
産
取
引
か
ら
生
ず
る
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利
益
の
分
配
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約 

三 
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
の
行
う
不
動
産
取
引
の
た
め
自
ら
の
共
有
に
属
す
る
不
動
産
の
賃
貸
を
し
、
又
は
そ
の
賃
貸
の
委
任
を
し
、
相
手
方
が
当
該
不
動
産
に
よ
り
不

動
産
取
引
を
営
み
、
当
該
不
動
産
取
引
か
ら
生
ず
る
収
益
の
分
配
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約 

四 

外
国
の
法
令
に
基
づ
く
契
約
で
あ
っ
て
、
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
不
動
産
取
引
か
ら
生
ず
る
収
益
又
は
利
益
の
分
配
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約
（
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
契
約
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て

、当
該
不
動
産
取
引
に
係
る
事
業
の
公
正
及
び
当
該
不
動
産
取
引
か
ら
生
ず
る
収
益
又
は
利
益
の
分
配
を
受
け
る
者
の
保
護
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の 

４
〜
６ 

（
略
） 

  

○
保
険
業
法
（
平
成
七
年
六
月
七
日
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
） 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
保
険
業
」
と
は
、
不
特
定
の
者
を
相
手
方
と
し
て
、
人
の
生
死
に
関
し
一
定
額
の
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
し
保
険
料
を
収
受
す
る
保
険
、

一
定
の
偶
然
の
事
故
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
て
ん
補
す
る
こ
と
を
約
し
保
険
料
を
収
受
す
る
保
険
そ
の
他
の
保
険
で
、
次
条
第
四
項
各
号
又
は
第
五
項
各
号
に

掲
げ
る
も
の
の
引
受
け
を
行
う
事
業
（
他
の
法
律
に
特
別
の
規
定
の
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

２
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（
略
） 


